
【企業様保存用】 

 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

2026年度 清掃作業監督者講習（新規・再）案内 

 

＜ 趣 旨 ＞  

本 講 習 は 、「 建 築 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 建 築 物 衛 生 法 ）」 に お け る 、 建

築 物 清 掃 業 （ 1 号 登 録 ） 及 び 建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 （ 8 号 登 録 ） の 登 録 要 件 と し て 定 め ら

れ た 「 清 掃 作 業 監 督 者 」 に 対 し て 、 必 要 な 知 識 を 付 与 す る こ と を 目 的 に 公 益 社 団 法 人 全 国 ビ ル

メ ン テ ナ ン ス 協 会 が 厚 生 労 働 大 臣 の 登 録 を 受 け て 実 施 す る も の で す 。  

 

＜ 受 講 方 法 ＞  

清 掃 作 業 監 督 者 講 習 は イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た オ ン ラ イ ン 講 習 に て 実 施 し ま す 。  

受 講 に は 、 パ ソ コ ン や イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 学 習 環 境 及 び 受 講 者 専 有 の メ ー ル ア ド レ ス が 必 要

（ 個 人 ご と に 受 講 状 況 を 管 理 す る た め ） と な り ま す 。  

ま た 、 新 規 講 習 は 、 各 都 道 府 県 に あ る CBT 試 験 会 場 に て 受 験 し て い た だ き ま す 。  

【 新 規 】 オ ン ラ イ ン 講 習 （ 講 義 ビ デ オ の 視 聴 ）  及 び  修 了 試 験 （ CBT 試 験 ）  

【 再  】 オ ン ラ イ ン 講 習 （ 講 義 ビ デ オ の 視 聴 ）  及 び  修 了 試 験 （ ご 自 身 の パ ソ コ ン 等 ）  

ブラウザー  OS 

Microsoft Edge 

Google Chrome 

Safari  

※ Internet Explorer で は 視 聴 で き ま せ ん 。  

Windows10、11 

iOS 最新版  

Android 最新版  

 

＜カリキュラム＞ 

科目 新規講習（時間） 再講習（時間） 

建築物環境衛生制度 ２時間以上 １時間以上 

建築物の衛生的管理 ８時間以上 ２時間以上 

作業監督の実際 ３時間以上 ３時間以上 

修了考査 １時間（CBT 会場） １時間（ご自身の PC） 

 

＜受講料＞ 

 新規講習・・・・30,000 円(非課税) 

 再講習・・・・・16,000 円(非課税) 

  

（公社）全国ビルメンテナンス協会 登録番号 : T5-0115-0500-1527 

 

 

＜受講資格＞ 

① 新規：ビルクリーニング技能士（１級）または建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 の 資 格 が 必 要 で す 。  

  ・ ビ ル ク リ ー ニ ン グ 技 能 士 （ 1 級 ）  

職 業 能 力 開 発 促 進 法（ 昭 和 44 年 法 律 第 64 号 ）第 44 条 第 1 項 に 規 定 す る 技 能 検 定 で あ っ て

ビ ル ク リ ー ニ ン グ の 職 種 （ 等 級 の 区 分 が 1 級 の も の に 限 る 。 ）  

※ 1 単 1 等 級 （ 平 成 27 年 度 以 前 ） に 合 格 さ れ た 方 も 受 講 資 格 に 該 当 し ま す 。  

※ 2 ビ ル ク リ ー ニ ン グ 技 士 （ 昭 和 57 年 廃 止 ） に 合 格 さ れ た 方 も 受 講 資 格 に 該 当 し ま す 。  

・ 建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者  

建 築 物 衛 生 法 （ 昭 和 45 年 法 律 第 20 号 ） 第 7 条 1 項 に 規 定 す る 建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者

免 状 の 交 付 を 受 け て い る 者  

 

②再講習：清掃作業監督者講習（新規・再）の修了者 

※ 修 了 証 書 の 有 効 期 間 が 切 れ て い る 者 、 他 団 体 修 了 者 で も 、 再 講 習 を 受 講 で き ま す 。  

・ 清 掃 作 業 監 督 者 講 習 （ 新 規 ） を 修 了 し た 者  

建 築 物 衛 生 法 施 行 規 則 （ 昭 和 46 年 厚 生 省 令 第 2 号 ）第 25 条 第 2 号 イ に 規 定 す る 講 習 の  

課 程 を 修 了 し た 者  

・ 清 掃 作 業 監 督 者 講 習 （ 再 ） を 修 了 し た 者  

建 築 物 衛 生 法 施 行 規 則 （ 昭 和 46 年 厚 生 省 令 第 2 号 ）第 25 条 第 2 号 ロ に 規 定 す る 講 習 の  

課 程 を 修 了 し た 者  

 

＜申請方法＞ 

 オンライン申請にて受付を行います。 

 全国ビルメンテナンス協会 WEB サイト「マイページ」から「受講管理」に進み、 

 受講を希望する講習を選択し、必要事項をご記入の上お申込ください。 

 ※アカウントをお持ちでない場合は、「マイページ」アカウントを作成してください。 

ＪＢＭＡ監督者講習ＨＰ https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/kantoku 

 

※申請の際には、以下の書類が必要です。あらかじめお手元にご用意ください。 

・受講資格を証明する書類（画像） 

なお、郵送による申請は受け付けておりません。 

 

＜申込後のキャンセル（返金）について＞ 

① 受講料入金後のキャンセルおよび返金は、原則として行いません。 

② 受講票発送後のキャンセル、欠席、遅刻または早退については、理由の如何を問わず返金は行いません。 

③ 天災、災害、感染症の拡大など、やむを得ない事由により講習を中止する場合においても、交通費・宿泊

費等の補償は行いません。 

 

＜問い合わせ先＞ 

 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会  

  〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-12-5 ビルメンテナンス会館 5F 

  TEL：03-3805-7560 FAX：03-3805-7561 suishin@j-bma.or.jp 

TEL:03-3805-7560


 

【企業様保存用】 

2026 年度 スケジュール (2026 年 6 月～2027 年 5 月受付分) 

■新規講習 

開催回 
受付 

時期 

受付 

期間 

受講票 

送付 

講習期間 

（動画視聴期間） 
修了試験 

合格発表＆

修了証交付 

1 回 6 月 
2026/6/1～ 

6/14 

講習開始 

5 日前 

2026/7/10～7/31 2026/7/10～8/20 2026/9/1 

2 回 7 月 
2026/7/1～ 

7/14 
2026/8/10～8/31 2026/8/10～9/18 2026/10/1 

3 回 8 月 
2026/8/1～ 

8/14 
2026/9/10～9/30 2026/9/10～10/20 2026/11/1 

4 回 9 月 
2026/9/1～ 

9/14 
2026/10/9～10/30 2026/10/9～11/20 2026/12/1 

5 回 10 月 
2026/10/1～

10/14 
2026/11/10～11/30 

2026/11/10～

12/18 
2027/1/1 

6 回 11 月 
2026/11/1～

11/13 
2026/12/10～12/25 

2026/12/10～ 

2027/1/20 
2027/2/1 

7 回 12 月 
2026/12/1～

12/14 
2027/1/8～1/29 2027/1/8～2/19 2027/3/1 

8 回 1 月 
2027/1/1～ 

1/14 
2027/2/10～2/26 2027/2/10～3/19 2027/4/1 

9 回 2 月 
2027/2/1～ 

2/12 
2027/3/10～3/31 2027/3/10～4/20 2027/5/1 

10 回 3 月 
2027/3/1～ 

3/12 
2027/4/9～4/30 2027/4/9～5/20 2027/6/1 

11 回 4 月 
2027/4/1～ 

4/14 
2027/5/11～5/31 2027/5/11～6/18 2027/7/1 

12 回 5 月 
2027/5/1～ 

5/14 
2027/6/10～6/30 2027/6/10～7/20 2027/8/1 

 

※受講開始の前日までに受講票・テキスト等が届かない場合はご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企業様保存用】 

2026 年度 スケジュール (2026 年 6 月～2027 年 5 月受付分) 

■再講習 

開催回 
受付 

時期 

受付 

期間 

受講票 

送付 
講習＆修了試験 

合格発表＆

修了証交付 

1 回 6 月 
2026/6/1～ 

6/14 

講習開始 

5 日前 

2026/7/10～8/20 2026/9/1 

2 回 7 月 
2026/7/1～ 

7/14 
2026/8/10～9/18 2026/10/1 

3 回 8 月 
2026/8/1～ 

8/14 

2026/9/10～

10/20 
2026/11/1 

4 回 9 月 
2026/9/1～ 

9/14 

2026/10/9～ 

11/20 
2026/12/1 

5 回 10 月 
2026/10/1～

10/14 

2026/11/10～

12/18 
2027/1/1 

6 回 11 月 
2026/11/1～

11/13 

2026/12/10～ 

2027/1/20 
2027/2/1 

7 回 12 月 
2026/12/1～

12/14 
2027/1/8～2/19 2027/3/1 

8 回 1 月 
2027/1/1～ 

1/14 
2027/2/10～3/19 2027/4/1 

9 回 2 月 
2027/2/1～ 

2/12 
2027/3/10～4/20 2027/5/1 

10 回 3 月 
2027/3/1～ 

3/12 
2027/4/9～5/20 2027/6/1 

11 回 4 月 
2027/4/1～ 

4/14 
2027/5/11～6/18 2027/7/1 

12 回 5 月 
2027/5/1～ 

5/14 
2027/6/10～7/20 2027/8/1 

 


